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「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」 

　
後
期
高
齢
者
医
療 

　
　
　
　
広
域
連
合
に
よ
る
運
営 

　「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」は
、
各

都
道
府
県
単
位
で
設
置
さ
れ
る
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
運
営
さ
れ

ま
す
。（
市
町
村
等
か
ら
の
派
遣
職
員

等
で
事
務
を
行
い
ま
す
。） 

　
神
奈
川
県
内
に
お
い
て
は
、
県
内

す
べ
て
の
33
市
町
村
が
加
入
す
る「
神

奈
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

が
運
営
し
ま
す
。 

　 　
老
人
保
健
か
ら 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
変
更 

↓
被
保
険
者
証
が
新
し
い
も
の
に
な

り
ま
す
。 

　
平
成
20
年
４
月
か
ら
現
在
の
老
人

保
健
制
度
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

へ
変
わ
る
た
め
、
75
歳
以
上
の
高
齢

者
等
の
方
は
、
こ
の
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加
入

後
は
、
今
ま
で
加
入
さ
れ
て
い
た
市

町
村
の
国
民
健
康
保
険
や
、
お
勤
め

先
の
健
康
保
険
等
の
被
保
険
者
で
は

な
く
な
り
ま
す
。 

　
今
ま
で
お
使
い
の
、
国
民
健
康
保

険
及
び
健
康
保
険
等
の
被
保
険
証
や

老
人
医
療
受
給
者
証
は
使
え
な
く
な

り
ま
す
。 

 

　
７５
歳
以
上
の
高
齢
者
等
の
方
が 

　
　
　
　
　
　
　
被
保
険
者
で
す 

↓
対
象
者
は
、
現
行
の
老
人
保
健
制 

度
と
同
様
で
す
。 

　
被
保
険
者
と
な
る
方
は 

①
75
歳
以
上
の
方 

②
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
一
定

程
度
の
障
害
の
あ
る
方（
※
） 

※
一
定
程
度
の
障
害
の
あ
る
方
は
、

広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
方
で

す
。（
認
定
の
基
準
は
現
行
の
老
人

保
健
制
度
と
同
様
で
す
。） 

 

　
医
療
機
関
で 

　
　
　
　
　
医
療
を
受
け
る
と
き 

↓
被
保
険
者
証
は
変
わ
り
ま
す
が
、

受
け
ら
れ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。 

　
医
療
機
関
で
医
療
を
受
け
る
と
き

に
は
、
広
域
連
合
が
交
付
す
る
被
保

険
証（
平
成
20
年
３
月
に
交
付
予
定
）

を
提
示
し
ま
す
。
医
療
機
関
で
の
本

人
負
担
は
１
割（
現
役
並
所
得
者
は

３
割
）と
な
り
ま
す
。 

　 　
保
険
料
に
つ
い
て 

↓
県
内
均
一
の
保
険
料
に
な
り
ま
す
。 

（
保
険
料
の
賦
課
） 

　
保
険
料
は
、
広
域
連
合
に
お
い
て

被
保
険
者
個
人
単
位
で
算
定
し
、
賦

課
し
ま
す
。 

 
（
保
険
料
の
算
定
） 

　
保
険
料
は
、
応
益
割
額（
定
額
分
）

と
応
能
割
額（
所
得
比
例
分
）の
合
計

と
な
り
ま
す
。 

※
応
益
割
額
と
は
、
被
保
険
者
一
人

一
人
に
均
等
に
負
担
し
て
い
た
だ

く
額
で
す
。
ま
た
、
応
能
割
額
と

は
、
被
保
険
者
の
算
定
対
象
所
得

（
総
所
得
金
額
―
基
礎
控
除
）に
保

険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
で
す
。 

※
保
険
料
率
、
賦
課
限
度
額
は
国
で

定
め
る
算
定
基
準
に
基
づ
き
、
広

域
連
合
が
条
例
で
定
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

 

（
保
険
料
の
納
付
） 

　
被
保
険
者
は
、
保
険
料
を
普
通
徴

収（
納
付
書
に
よ
る
支
払
い
）、
ま
た

は
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

の
方
法
に
よ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

の
詳
細
は
、
神
奈
川
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 
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◎
問
い
合
わ
せ 

・
町
民
課
　
☎
内
線
２
４
７
・
２
７

４ 
・
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
事

務
局
　
☎
045（
440
）６
７
０
０ 

が
始
ま
り
ま
す 

平
成
２０
年
4
月
1
日
か
ら 

　
平
成
２０
年
４
月
か
ら
、
７５
歳
以
上
の
方
な
ど
が
対
象
と
な
る
新
た
な 

公
的
医
療
保
険
制
度
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。 

　
町
で
は
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
原
子
爆
弾

被
爆
者
の
方
に
、
見
舞
金
を
支
給
し

ま
す
。 

 

▼
対
象
者 

　
平
成
19
年
４
月
１
日
現
在
大
磯
町

に
住
所
を
有
し
、
被
爆
者
健
康
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方 

▼
支
給
方
法 

　
見
舞
金
支
給
申
請（
申
請
書
は
総

務
課
に
用
意
）に
よ
り
支
給
し
ま
す
。 

▼
申
請
期
間 

　
７
月
２
日（
月
）〜
８
月
10
日（
金
） 

▼
持
参
す
る
物 

　
被
爆
者
健
康
手
帳
、
認
印
、
振
込

先
が
確
認
で
き
る
も
の（
郵
便
局
不

可
） 

▼
見
舞
金
の
額 

　
６
，０
０
０
円（
年
額
） 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
総
務
課
　
☎
内
線
２
１
３ 

原子爆弾被爆者に 
見舞金を支給 


